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6 振 動 

 

(1) 方法書についての市長意見に対する都市計画決定権者の見解 

方法書について、振動に関して述べられた市長意見と市長意見に対する都市計画決定

権者の見解を次に示す。 

方法書についての市長意見 左の意見に対する都市計画決定権者の見解 

事業計画路線周辺の住宅や学校などの

立地状況等を踏まえ、沿線における生活環

境の保全について十分に考慮した上で、適

切な環境保全対策を検討し、準備書にその

内容を記載すること。  

事業計画路線周辺の住宅や学校などの環

境保全施設の立地状況を確認し、それらの

代表的な箇所で現地調査による現況を把握

したうえで、同箇所で予測及び評価を行い、

必要な環境保全対策を検討した。  

列車走行に伴う振動については、防振低

減効果の大きい軌道の採用等により、直近

の環境保全施設において、振動感覚閾値（55

デシベル）を下回っている。  

 

(2) 準備書に対する住民意見 

・ シールドによる振動及び騒音がどれだけ生じるか具体的に説明して頂きたい。  

 

(3) 現況調査 

① 準備書の概要（P300～307） 

〔環境振動〕 

・ 環境振動については、事業計画路線周辺の環境保全施設の立地状況等を考慮した

11 地点で、「JIS Z 8735」に示されている方法に準拠して、振動レベルの 80％レン

ジ上端値（L10）を測定したとしている。  

・ 振動レベルの 80％レンジ上端値（L10）は、平日の昼間は 31～49 デシベル、夜間

は 26～47 デシベル、休日の昼間は 29～47 デシベル、夜間は 26～42 デシベルであ

り、すべての地点、時間帯で、人が振動を感じ始めるとされている振動感覚閾値（55

デシベル）を下回ったとしている。  

・ なお、環境振動の調査地点の位置は、図 5 に示すとおりである。  

〔道路交通振動〕 

・ 道路交通振動については、工事の実施に伴う関連車両の主要走行ルートのうち主

に住居が存在する道路沿道 6 地点で、「JIS Z 8735」に示されている方法に準拠し

て、振動レベルの 80％レンジ上端値（L10）を測定したとしている。  

・ 振動レベルの 80％レンジ上端値（L10）は、平日の昼間は 41～46 デシベル、夜間

は 35～41 デシベル、休日の昼間は 37～42 デシベル、夜間は 33～39 デシベルであ

り、すべての地点、時間帯で、振動規制法に基づく道路交通振動の限度を大幅に下

回ったとしている。  

・ なお、道路交通振動の調査地点の位置は、図 5 に示すとおりである。  
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〔地盤卓越振動数〕 

・ 地盤卓越振動数は、道路交通振動調査地点と同じ 6 地点で、「JIS Z 8735」に示

されている方法に準拠して、大型車 20 台を対象に 1/3 オクターブバンド分析器に

よる周波数分析を行うことにより求めたとしている。  

・ なお、地盤卓越振動数の調査地点の位置は、図 5 に示すとおりである。  

〔鉄軌道振動〕 

・ 鉄軌道振動調査は、予測の基礎資料を得ることを目的として、類似箇所において、

「環境保全上緊急を要する新幹線振動対策について（勧告）」に定める方法に準拠し

て、4 側線で側線当たり 4 測点において、通過列車ごとの振動レベルの最大値（Lmax）

及び走行速度を測定したとしている。  

 

② 検討結果 

・ 事業計画等を踏まえ、環境振動は環境保全施設の立地状況等を考慮した地点、道

路交通振動は工事関連車両の主要走行ルート沿道における振動レベルが示されてお

り、問題はない。  

・ また、鉄軌道振動については、類似箇所調査を実施しており、問題はない。  

 

 (4) 予測評価 

① 列車の走行 

ア 準備書の概要（P308～322） 

(ｱ) 予測内容 

・ 列車の走行に伴う振動は、構造物から地盤を経由して伝搬することから、構

造（トンネル構造・掘割構造・高架構造）ごとに振動レベルの最大値（Lmax）

の距離減衰特性を用いて予測したとしている。  

・ 予測は、予測地点の振動レベルを基本式に基づいて、各要因の諸数値を類似箇

所の現地調査や既存文献から設定することにより行ったとしている。 

・ また、予測地点は、走行速度が速くなり予測値が大きくなる駅間中央付近で

環境保全施設が立地している箇所として 7 箇所を選定し、官民境界又はトンネ

ル直上における振動レベルを予測したとしている。  

 

(ｲ) 予測結果及び評価  

・ 官民境界又はトンネル直上での振動レベルの最大値（Lmax）は、36～52 デシ

ベルと予測され、人が振動を感じ始めるとされている振動感覚閾値（55 デシベ

ル）を下回ったとしている。  

・ また、事業の実施にあたっては、可能な限りロングレールを敷設し、それが

困難な箇所についても分岐部等を除いて可能な限りレールの継目解消（長尺レ

ール）を図るとともに、鉄道施設の適切な保守管理を行うこととしている。 

・ 以上のことから、環境保全目標を満足するものと評価するとしている。  
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イ 検討結果 

(ｱ) 予測内容について  

・ 地盤状況による補正が行われていないことから、その考え方について都市計画

決定権者に確認を行ったところ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料  6—1〕 

 

地盤状況に係る補正の考え方について  

 

〔地下区間〕  

地下区間の予測地点は、3 地点が沖積層内に位置し、同じく沖積層内に位

置する類似箇所調査地点と地盤性状が類似していること、2 地点はさらに深

い洪積層内に位置しており、沖積層と洪積層の境界において屈折等による減

衰が生じることが考えられることから、補正は行う必要はないものと考えて

おります。  

〔地上区間〕  

掘割構造及び高架構造については、振動が地表を伝搬することとなります

が、各地点におけるボーリング調査結果から求めた地盤卓越振動数は、類似

箇所調査地点が 21 ヘルツ、掘割構造部が 22 ヘルツ、高架構造部が 23 ヘル

ツであり、同様の地盤性状であることから、補正を行う必要はないものと考

えております。  

・ 類似箇所調査地点との地盤状況の類似性等を踏まえ、補正は行わないことと

しており、問題はない。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価について  

・ 予測結果はすべての地点において、振動感覚閾値とされる 55 デシベルを下

回っていることから、問題はない。  

 

② 建設機械等の稼働  

ア 準備書の概要（P324～346） 

(ｱ) 予測内容 

・ 建設機械の稼働に係る振動の予測は、工事計画に基づいて、予測対象時期に

応じた建設作業を抽出し、各振動発生源の基準点振動レベル及びその位置等の

予測条件を設定した上で、予測モデルを用いて実施したとしている。  

・ 予測モデルは、技術手法に基づき、距離減衰、内部減衰を考慮した点源モデ

ルを用いたとしている。 

・ 基準点振動レベルは、技術手法を参考に設定し、振動源は施工範囲内の中央

に配置したとしている。 

・ 予測対象時期は、工事区域ごとの月別建設機械別稼働台数と基準点振動レベ

ルからパワー合成値を算出し、最大となる時期を設定したとしている。  
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(ｲ) 予測結果及び評価  

・ 工事敷地境界における振動レベルの 80%レンジ上端値（L10）は、57～63 デ

シベルと予測され、特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準（75 デシベ

ル以下）を満足するとしている。  

・ 建設機械の稼働にあたっては、最新の公害防止技術や工法等の採用、国土交

通省指定の低振動型建設機械の採用、工事の平準化、同時稼働のできる限りの

回避など適切な施工管理を行い、周辺環境に与える影響をできる限り軽減する

計画とするとしている。 

・ 以上のことから、環境保全目標を満足するものと評価するとしている。  

 

イ 検討結果 

(ｱ) 予測内容について  

・ 振動源を工事施工範囲内の中央に配置しているが、敷地境界に近接した場所

での施工が想定されることから、その場合における予測結果について都市計画

決定権者に確認を行ったところ、次のとおり説明があった。  

〔都市計画決定権者提出資料  6—2〕 

 

敷地境界に近接して施工する場合の振動影響について  

 

敷地境界に近接して工事を実施する場合の振動の影響について、予測を行

いました。  

振動源は、技術手法に基づき、施工範囲の端から 5m 地点に設定しました。 

予測対象時期は、基準点振動レベルが最大のユニットが環境保全施設に近

接して稼働する時期（工事最盛期）とし、表 1 のとおりとしました。  

 

表 1 建設機械の稼働に係る振動の予測対象時期  
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予測の結果は、表 2 のとおり、60～66 デシベルとなり、特定建設作業の規

制に関する基準（振動レベルの 80%レンジ上端値 L10：75 デシベル以下）を

満足する結果となりました。  

なお、この内容については、環境影響評価書に記載します。  

 

表 2 予測結果（L10） 

 

・ 予測結果は規制基準値を下回っているものの、工事期間が長期に及ぶこと、

施工範囲に近接して住居が存在することから、低振動型建設機械を積極的に採

用するなど、さらなる影響の低減に努められたい。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価について  

・ シールド工法による地下トンネル工事に伴う振動の影響についての考え方に

ついて、都市計画決定権者に確認したところ、次のとおり説明があった。  

〔都市計画決定権者提出資料  6—3〕 

 

シールド工法による地下トンネル工事に伴う振動の影響について  

 

振動については、土被り 8.6～13.8m における他の施工事例での調査結果

によると、シールドマシン掘進時の地上での振動レベル (Lmax)は 40 デシベル

程度であり、振動感覚閾値（55 デシベル）を下回っていました。  

本事業計画路線においては、民地直下を通過する際の土被りは浅い場所で

概ね 10m 程度であり、これらの事例を踏まえると、シールドマシン掘進時の

振動について、影響は軽微であると考えております。  

なお、事業実施段階において、問題が生じた場合には適切に対処します。  

・ 他の施工事例での調査結果によると、シールド工法による地下トンネル工事

中の地上での振動レベルは振動感覚閾値とされる 55 デシベルを下回っており、

本事業計画においても同程度と想定されることから、問題はない。  
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③ 工事関連車両の走行 

ア 準備書の概要（P347～350） 

(ｱ) 予測内容 

・ 工事関連車両の走行に係る振動は、工事計画に基づいて、工事関連車両の走

行ルート及び走行台数を設定し、現状の交通量との比較により振動レベル（L10）

の増加量を予測したとしている。  

・ 予測地点は、工事区域周辺となる九条梅田線、なにわ筋線等の主要幹線道路

に集中することが考えられることから、これらの幹線道路沿道から環境保全施

設の立地を踏まえて 7 地点を選定したとしている。  

・ 予測対象時期は工事計画に基づき、月別工事区域別工事関連交通量を算出し、

各予測地点で最大となる時期を設定したとしている。  

・ 工事関連車両の走行時間帯は 8～17 時を想定しており、予測時間帯は、8～

17 時において、将来交通量（一般車両（平日の現地調査結果）＋工事関連車両）

の等価交通量（13×大型車台数＋小型車台数）が最大となる時期を設定したと

している。また、走行速度は対象道路の規制速度としたとしている。  

 

(ｲ) 予測結果及び評価  

・ 道路交通振動（L10）は 36～49 デシベルと予測され、振動規制法に定める道

路交通振動の限度（70 デシベル）を下回ると予測されるとしている。  

・ また、工事関連車両の走行による増分は 0(1 デシベル未満)～5 デシベルであ

ったとしている。  

・ 工事関連車両の走行にあたっては、通行時間帯の配慮、輸送効率の向上、運転

者への適正走行の周知徹底等による周辺地域に対する環境影響の回避・低減策の

検討や、工事の平準化、同時運行のできる限りの回避などの適切な施工管理等に

より、工事関連車両の走行に係る振動が周辺環境に与える影響をできる限り軽減

する計画とするとしている。 

・ 以上のことから、環境保全目標を満足するものと評価するとしている。  

 

イ 検討結果 

(ｱ) 予測内容について  

・ 現況の振動レベルに旧建設省土木研究所提案式を用いて求めた工事関連車両

による増加分を加えることにより予測が行われており、予測手法に問題はない。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価について 

・ 「開削トンネル部」から発生する工事関連車両の走行ルートの見直しが行わ

れているため、これによる道路交通振動への影響について都市計画決定権者に

確認したところ、次のとおり説明があった。  
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〔都市計画決定権者提出資料  6—4〕 

 

工事関連車両走行ルート見直しによる道路交通振動への影響について 

 

「開削トンネル部」から発生する工事関連車両の走行ルート見直しに伴い、

No.5、No.6 地点の工事関連車両台数を見直しました。  

これらの地点における工事関連車両の走行に係る振動の予測結果は、下表

に示すとおりであり、振動レベルの 80％レンジ上端値（L10）は 46～48 デシ

ベルとなり、振動規制法に定める道路交通振動の限度（70 デシベル（昼間の

時間の区分  (6～21 時)）を下回ると予測されました。  

また、工事関連車両の走行に伴う振動レベルの増加量は、１～４デシベル

でした。 

なお、準備書に記載した予測結果との比較では、各地点とも 1 デシベル増

加しました。  

この内容については、環境影響評価書に記載します。  

 

表 工事関連車両の走行に係る振動の予測結果  

（単位：デシベル）  

予測地点 

(予測時間帯) 
対象道路 予測対象時期  

① 

現況 

② 

工事関連車

両 

による増分  

①＋② 

合成振動 

No.5 

（10 時台） 
千日前通 

2026 年 10 月～ 

2027 年 3 月 
42 4 46 

No.6 

（9 時台）  
芦原杭全線 2026 年 7月～9 月 47 1 48 

 

・ 工事関連車両走行ルートの見直しにより、地点 No.5、No.6 において準備書で

の予測結果から 1 デシベル上昇するものの、これらを含めたいずれの地点におい

ても振動感覚閾値とされる 55 デシベルを下回ることから、問題はない。 
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7 低周波音 

 

(1) 方法書についての市長意見に対する都市計画決定権者の見解 

方法書について、低周波音に関して述べられた市長意見と市長意見に対する都市計画

決定権者の見解を次に示す。  

方法書についての市長意見 左の意見に対する都市計画決定権者の見解 

事業計画路線周辺の住宅や学校などの

立地状況等を踏まえ、沿線における生活環

境の保全について十分に考慮した上で、適

切な環境保全対策を検討し、準備書にその

内容を記載すること。  

事業計画路線周辺の住宅や学校などの環

境保全施設の立地状況を確認し、それらの

代表的な箇所で現地調査による現況を把握

したうえで、同箇所で予測及び評価を行い、

必要な環境保全対策を検討した。  

列車走行に伴う低周波音について、直近

の環境保全施設において、平均的な被験者

が知覚できる低周波音とされている G 特性

音圧レベル（100 デシベル）を下回ってい

ることを予測評価に記載した。  

 

(2) 現況調査 

① 準備書の概要（P351～357） 

〔環境低周波音〕 

・ 環境低周波音については、事業計画路線の周辺及び換気施設の設置予定が考えら

れる箇所周辺の環境保全施設の立地状況等を考慮した 14 地点で、「低周波音の測定

に関するマニュアル」（平成 12 年 環境庁）で示された方法に準拠して、G 特性音

圧レベルを測定したとされている。  

・ G 特性音圧レベルの中央値（LG50）は、一日を通して 60～80 デシベル程度であ

ったとされている。  

・ なお、環境低周波音の調査地点の位置は、図 5 に示すとおりである。  

〔鉄軌道低周波音〕 

・ 鉄軌道低周波音調査は、予測の基礎資料を得ることを目的として、類似箇所にお

いて、「低周波音の測定に関するマニュアル」（平成 12 年 環境庁）に定める方法

に準拠して、2 側線で側線当たり 4 測点において、走行列車がトンネル坑口を出た

際、橋梁上を走行する際のそれぞれの低周波音と走行速度を測定したとしている。  

〔換気施設低周波音〕 

・ 換気施設低周波音調査は、予測の基礎資料を得ることを目的として、類似箇所で

ある御幣島換気塔及び姫里換気塔において、「低周波音の測定に関するマニュアル」

（平成 12 年 環境庁）に定める方法に準拠して、測定したとしている。  
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② 検討結果 

・ 環境低周波音は、事業計画等を踏まえ、環境保全施設の立地状況等を考慮した地

点における G 特性音圧レベルの中央値（LG50）及び G 特性音圧レベルの等価音圧レ

ベル（LGeq）が示されており、問題はない。  

・ また、鉄軌道低周波音及び換気施設低周波音については、類似箇所調査を実施し

ており、問題はない。  

 

 (3) 予測評価 

① 列車の走行 

ア 準備書の概要（P358～362） 

(ｱ) 予測内容 

・ 列車の走行に伴う低周波音は、現段階では確立された予測モデル等による予

測が困難であることから、予測地点と構造等が類似する箇所の現地調査結果か

ら推計したとしている。 

・ 予測地点は、トンネル坑口部及び橋梁部のそれぞれを代表し、最も近接してい

る官民境界（それぞれ発生源から 8m、6m）とし、G 特性音圧レベルの最大値

（LGmax）及び G 特性音圧レベルの等価音圧レベル（LGeq）を予測したとしてい

る。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価  

・ G 特性音圧レベルの最大値（LGmax）は、トンネル坑口部で 81 デシベル、橋

梁部で 76 デシベルと予測され、平均的な被験者が知覚できる低周波音とされ

ている G特性音圧レベルの 100 デシベルを大きく下回ると予測されたとしてい

る。 

・ また、G 特性音圧レベルの等価音圧レベル（LGeq）は、トンネル坑口部で 62

デシベル、橋梁部で 61 デシベルと予測され、現況値と合成した環境低周波音

（LGeq）は概ね現況と同程度と予測されたとしている。 

・ さらに、事業の実施に際しては、必要に応じた防音壁の嵩上げ等の対策や橋梁

部の剛性を高くすることによる低周波音の発生低減を行い、周辺環境に与える影

響をできる限り軽減する計画とするとしている。 

・ 以上のことから、環境保全目標を満足するものと評価するとしている。  

 

イ 検討結果 

(ｱ) 予測内容について  

・ 事業計画路線と類似した地点での調査結果を用いて予測を行っていることか

ら、類似箇所の選定理由について都市計画決定権者に確認したところ、次のと

おり説明があった。  
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〔都市計画決定権者提出資料  7—1〕 

 

類似箇所の選定理由について  

 

「低周波音防止対策事例集」（平成 14 年 3 月 環境省水・大気環境局大

気生活環境室）では、低周波音の問題が発生する可能性があるものとして、

「鉄道トンネル」及び「橋梁」が挙げられていることから、事業計画路線に

おけるトンネル坑口部及び高架部を対象としました。  

トンネル坑口から発生する低周波音については、坑口出口での圧縮波の放

出が発生要因であることから、トンネル断面の形状・規模が事業計画路線と

類似しており、事業計画路線と同じ大きさの車両が走行している泉北高速鉄

道のトンネルを類似箇所として選定しました。  

橋梁部から発生する低周波音については、列車の走行による橋梁のたわみ

が発生要因であることから、事業計画路線と橋梁長及び構造が類似してお

り、同じ車両が走行する南海りんくうタウン線を類似箇所として選定しまし

た。 

・ 類似箇所の調査地点は低周波音の発生要因を踏まえ、事業計画路線と類似し

た地点が選定されていることから、予測手法について問題はない。  

 

(ｲ) 予測結果及び評価について  

・ G 特性音圧レベルの最大値（LGmax）は、トンネル坑口部、橋梁部いずれの

地点においても近接する官民境界において、平均的な被験者が知覚できる低周

波音とされている G 特性音圧レベルの 100 デシベルを下回っていることから、

問題はない。  

 

② 換気施設の稼働 

ア 準備書の概要（P363～367） 

(ｱ) 予測内容 

・ 換気施設の稼働に係る低周波音については、予測地点ごとの換気施設の規模・

能力をもとに、低周波音レベルを求め、さらに現況値と合成し環境低周波音を

求めたとしている。なお、現況値は安全側の観点で音圧レベルが小さかった休

日の値を用いたとしている。  

・ 事業計画路線に設置する換気施設の低周波音は、類似箇所調査で最も大きな

低周波音であった御幣島換気塔の音圧レベルとしたとしている。  

・ 換気施設と敷地境界が最も近接する地点として、換気口から 1m 地点を予測

地点としたとしている。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価  

・ 換気口から 1m 地点の G 特性音圧レベルは 68 デシベルで、心身に係る苦情

に関する参照値（G 特性音圧レベル 92 デシベル）を大幅に下回るとしている。  
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・ 現況値と換気施設低周波音を合成した環境低周波音は、全ての地点で現況低

周波音と同程度と予測されるとしている。  

・ また、周波数帯別の環境低周波音は 25 ヘルツ以上で心身に係る苦情の参照

値を上回ると予測されるが、いずれも現況低周波音で上回っており、換気施設

が稼働した場合でも現況値を大幅に押し上げることはないと予測されるとし

ている。 

・ なお、物的苦情に関する参照値は、大幅に下回っていると予測されるとして

いる。 

・ さらに、事業の実施にあたっては、換気口を環境保全施設に向けないなどの

配慮を行うこと、可能な限り環境保全施設との距離を確保するなど配慮を行う

ことにより、周辺への影響をできる限り軽減する計画であるとしている。  

・ 以上のことから、環境保全目標を満足するものと評価するとしている。  

 

イ 検討結果 

(ｱ) 予測内容について  

・ 類似事例を用いた予測は技術指針に示された手法であり、問題はない。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価について  

・ 現況において、一部の周波数帯で心身に係る苦情に関する参照値を上回って

いる地点があり、本事業により同周波数帯における音圧レベルが上昇する地点

が存在することから、周辺地域への影響を最小限にとどめるよう環境保全に配

慮されたい。  
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8 地盤沈下 

 

(1) 現況調査 

① 準備書の概要（P368～392） 

・ 事業計画路線の周辺地域における地盤の状況を把握するため、既存資料調査及び現地調

査を実施したとしている。 

・ 既存資料調査では、大阪市環境白書及び地下水情報に関する報告書等により、地盤沈下

量の状況、地下水位の状況、地盤の状況などを把握したとしている。 

・ 現地調査では事業計画路線の周辺地域 29 地点でのボーリング調査により、地下水位の

状況、地盤の状況、地下水の流向・流速などを把握したとしている。 

② 検討結果 

・ 既存資料調査及び現地調査により地盤の状況を把握しており、問題はない。 

  

(2) 予測評価 

① 準備書の概要（P393～413） 

ア  予測内容 

・ 予測対象は、工事完了後において地下構造物の存在による地下水の流動阻害により、

地盤沈下の要因となりうる、駅舎や土留めとしている。 

・ 予測方法は、構造物の下流側では地下水位が低下し、地下水により地盤が受ける浮力

が小さくなることから、下層地盤の有効上載圧が増加し地盤沈下が生じるものとし、圧

密層、帯水層別に算出することにより予測したとしている。 

・ 予測時期は、地下構造物の設置が完了する時期としており、予測地点は、国道 2 号部、

中之島駅部、西本町駅部、道頓堀川部、南海新難波駅北側開削部の５地点としている。 

イ 予測結果及び評価 

・ 地下水位の低下に伴う地盤沈下量は、圧密層及び帯水層をあわせて、国道２号部で約

0.9mm、中之島駅で約 2.2mm、西本町駅で約 4.3mm、道頓堀川部で約 1.6mm、南海新

難波駅北側開削部で約 1.1mm と予測されるとしている。 

・ これらの予測結果は、埋設管等の一般的な安全管理値（約 15mm）と比較しても、こ

れを下回るとしており、地下構造物設置後、上部の土留壁は可能な限り撤去し、不圧水

層の地下水の流動を確保するよう努め、地盤沈下の影響をできる限り軽減する計画とす

るとしている。 

 

② 検討結果 

ア  予測内容について 

・ 方法書では、土地の改変に伴う地下水の排水工法による地盤沈下を予測するとしてい

たが、準備書では対象外とした理由について都市計画決定権者に確認したところ、次の

とおり説明があった。 
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〔都市計画決定権者提出資料 8—1〕 

 

土地の改変に伴う地下水の排水工法による地盤沈下を 

予測の対象外とした理由について 

 

掘削底面以深の帯水層の被圧水による盤ぶくれ対策のため、当初は、土留壁で掘削

内と周辺の地下水を完全遮水して、締め切った中の地下水を汲み上げる排水を想定し

ていましたが、工法検討の結果、掘削底面下の地盤改良を行うことにより、盤ぶくれ

が生じないようにし、地下水の低下により生じる地盤沈下を引き起こすような排水工

法は行わないようにしたため、地盤沈下の予測の対象外としました。 

・ 地盤沈下を引き起こすような排水工法は行わないことから、土地の改変による予測を

対象外としたことについて、問題はない。 

・ 予測の対象を選定した考え方について都市計画決定権者に確認したところ、次のとお

り説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 8—2〕 

 

予測の対象を選定した考え方について 

 

工事完了後において地下構造物の存在により地盤沈下の要因となりうる、駅舎や土

留めを対象として予測を行いました。 

予測地点は、準備書の 396 ページのとおり 5 地点であり、それぞれの工事規模は以

下のとおりです。 

① 国道２号部 土留壁設置区間長さ 80m、土留壁深さ 40m 

② 中之島駅部 土留壁設置区間長さ 200m、土留壁深さ 63m 

③ 西本町駅部 土留壁設置区間長さ 400m、土留壁深さ 45m 

④ 道頓堀川部 土留壁設置区間長さ 140m、土留壁深さ 30m 

⑤ 南海新難波駅北側開削部 土留壁設置区間長さ 85m、土留壁深さ 57m 

・ 大規模な土留め設置箇所も駅施設と同様に、予測の対象として選定しており、問題は

ない。 

 

イ 予測結果及び評価について 

・ 工事中における地盤沈下に対する施工管理は重要であることから、その内容について

都市計画決定権者に確認したところ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 8—3〕 

 

工事中の施工管理の内容について 

 

開削工事における地盤改良の施工後、漏水などが起きた場合に地下水位の低下の可

能性があることから、地下水位の異常な変位がないことを確認するため、開削工事周

辺に観測井を設置し、地下水位の状態を監視します。 

また、土留支保（切梁、腹起し）及び立坑内外の周辺環境の点検管理（内側は漏水
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の有無、外側は地盤のひび割れなど）を行います。 

地下水位に異常な変位などがあった場合は、工事を一時中止し、原因究明のうえ必

要な措置を講じます。 

・ 工事中において、適切な施工管理を実施するとしており、問題はない。 
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9 日照阻害 

 

(1) 現況調査 

① 準備書の概要（P404～405） 

・ 事業計画路線の周辺地域における日照阻害の状況を把握するため、事業計画路線沿線の

土地利用状況、建物立地状況、地形の状況について、既存資料調査により把握したとして

いる。 

 

② 検討結果 

・ 日影の影響が考えられる事業計画路線の周辺地域において現況が示されており、問題は

ない。 

  

(2) 予測評価 

① 準備書の概要（P406～413） 

ア  予測内容 

・ 幾何光学的理論に基づき、予測対象地域の緯度・経度、高架構造物の高さ、太陽の高

度等の条件設定を行い、数値計算により予測を実施したとしている。 

・ 予測対象時期は、高架構造物の設置が完了する時期の冬至日としており、予測時間帯

は 8 時から 16 時の 8 時間としている。 

・ 予測範囲は、高架部及び地下から高架部に移行する区間のうち、高欄及び防音壁を含

む高架構造物等の高さが地上 4m 以上となる区間としている。 

・ 予測地点は、事業計画路線が最も高くなる南海電鉄高架部への摺付部としており、予

測高さについては、2 階（地上 4m）としている。 

 

イ 予測結果及び評価 

・ 予測の結果、予測地域内の住居等が存在する位置の 2 階（地上 4m）において、高架

構造物による日影時間は５時間を下回ると予測している。 

・ さらに、日影の影響が生じる場合には適切な措置の検討を行い、地上構造物の存在に

係る日照阻害の影響をできる限り軽減する計画としている。 

 

② 検討結果 

ア  予測内容について 

・ 太陽高度と太陽方位の得られる理論式を用い、冬至日における 2 階（地上 4 m）での

構造物の存在による等時間日影の範囲を予測する手法は技術指針に示される手法であり、

問題はない。 

 

イ  予測結果及び評価について 

・ 日影の影響が生じる場合の適切な措置の詳細について都市計画決定権者に確認したと

ころ、次のとおり説明があった。 
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〔都市計画決定権者提出資料 9—1〕 

 

日影の影響が生じる場合の適切な措置について 

 

2 階高さで日影時間が 5 時間を上回り、日影の影響が生じる場合、「公共施設の設置

に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」（昭和 51 年 2 月 23 日、

建設省計用発第 4 号）に準じて、適切に対応を行う考えです。 

・ 通知に基づき適切な対応を図るとしていることから、問題はない。 

・ なお、工事中に立坑や防音シート等が長期間にわたって設置される可能性があること

から、日照阻害の影響を低減するよう努められたい。 
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10 電波障害 

 

(1) 現況調査 

① 準備書の概要（P414～430） 

・ 事業計画路線の周辺地域における電波障害の状況を把握するため、既存資料調査及び現

地調査を実施したとしている。 

・ 既存資料により、テレビ電波送信局の位置、高さ等の調査を行ったとしている。 

・ 現地調査は、テレビジョン電波受信状況については、事業計画路線高架部周辺の 15 地

点で実施しており、高架走行列車によるフラッター障害・パルス障害の状況については、

事業計画路線高架部周辺の 6 地点において実施している。 

・ 現地調査の結果、画像評価は神戸局から送信される 2 波については一部受信障害が確認

されたが、それ以外の地点では正常であり、また品質評価は概ね良好であったとしている。 

・ また、既存線によるフラッター障害・パルス障害については、列車通過に伴う障害の発

生等による画像への影響は無かったとしている。 

 

② 検討結果 

・ 鉄道構造物による影響範囲をあらかじめ予測して調査地点を選定し、画質評価、品質評

価等の調査を行っており、問題はない。 

 

(2) 予測評価 

① 準備書の概要（P431～438） 

ア 予測手法 

・ 「建造物障害予測の手引き 地上デジタル放送」（2005年、社団法人 日本CATV技術

協会）に示された予測手法を用い予測したとしている。 

・ 予測地点は事業計画路線の高架部沿線とし、受信アンテナ高さは地上10mとしている。 

・ 予測時期は、事業計画路線の高架部の設置が完了する時期としている。 

 

イ 予測結果及び評価 

・ 予測の結果、事業計画路線に隣接する一部の地域において、遮蔽障害による電波障害

が生じると予測されるとしている。 

・ しかし、事業計画路線周辺住宅の多くがケーブルテレビ等に加入しているとしており、

また、ケーブルテレビ等に未加入の住宅の多くは受信アンテナ高さが高架部より高くな

っていることから遮蔽障害による電波障害の影響は小さく、また、反射障害もほとんど

生じないと予測されるとしている。 

・ 地上構造物の存在に伴いテレビ電波の受信障害が発生すると考えられる区域について

は、ケーブルテレビ等に未加入の低層住宅を対象に、ケーブルテレビ加入等による障害

防止対策を講じることにより、施設の存在に係る電波障害の影響をできる限り軽減する

計画とするとしている。 
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② 検討結果 

ア 予測手法について 

・ 「建造物障害予測の手引き（地上デジタル放送）」に示される理論式を用いて、遮蔽障

害及び反射障害の発生範囲を予測しており、予測手法に問題はない。 

 

イ 予測結果及び評価について 

・ 電波障害が発生すると予測された範囲内に住居が多く存在することから、計画してい

る環境保全措置の実施に加え、本事業による影響が考えられる場合の対策内容を周辺住

民に十分周知されたい。 

・ また、予測範囲外であっても散発的に障害が発生することが考えられることから、そ

の際の対応について都市計画決定権者に確認したところ、次のとおり回答があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 10—1〕 

 

障害予測範囲外で電波障害が発生した場合の対応について 

 

電波障害の散発的な発生は、電波障害が遠方まで及ぶ超高層の建造物で発生が認めら

れていますが、本事業程度の規模（10～20m 高さ程度）の建造物では発生する可能性

は大きくないと思われます。 

また、環境影響評価準備書に示す障害予測範囲の外であっても、本事業による影響と

確認された場合、ケーブルテレビ加入等による障害防止対策を講じます 

・ 電波障害が発生すると予測された範囲外であっても、本事業により障害が発生した場

合には適切に対応するとしていることから、問題はない。 
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11 廃棄物・残土 

 

(1) 現況調査 

①  準備書の概要（P439～442） 

・ 事業計画路線の周辺地域における廃棄物の状況を把握するため、既存資料調査を

実施したとしており、「大阪市一般廃棄物処理基本計画」及び「大阪市環境白書  平

成 30 年度版」をもとに、大阪市のごみ処理量の推移、事業系ごみの組成の推移、

産業廃棄物の処理状況等が示されている。  

・ また、「建設副産物実態調査」（国土交通省）をもとに、平成 20 年度及び平成

24 年度における大阪府の建設廃棄物の発生及び再資源化の状況並びに建設発生土

の排出状況が示されている。  

 

②  検討結果 

・  既存資料調査により大阪市域における一般廃棄物、産業廃棄物の排出及び処理の

状況がまとめられており、現況調査に問題はない。 

 

(2) 予測評価 

①  駅施設の利用 

ア 準備書の概要（P443～446） 

(ｱ) 予測内容 

・ 駅利用者が廃棄するカン・ビン・ペットボトルや新聞・雑誌等の資源ごみ、

その他駅施設や事務所から発生する一般ごみについて、駅施設が通常利用され

ている時期を対象に、駅利用者一人当たりの廃棄物量原単位を設定し、なにわ

筋線の計画駅利用者数を乗ずることにより予測したとしている。  

・ 計画駅利用者数は、中之島駅、西本町駅、南海新難波駅の 3 駅合計で 106,500

人／日を想定したとしている。  

・ 廃棄物量原単位は類似駅における廃棄物の発生量と乗降人数から設定し、類

似駅はなにわ筋線と同様に郊外～都心を走行する JR 東西線から、なにわ筋線

の駅と同じく JR 大阪環状線の内側に位置し、かつ、構内乗換がない駅を対象

に設定したとしている。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価 

・ 駅施設の利用に係る廃棄物の発生量は表 11－1 に示すとおりであり、合計で

年間約 38.4 トン（資源ごみ：約 13.8 トン、一般ごみ：約 24.6 トン）と予測し

たとしている。 

・ 本事業では、その時点における有効なリサイクルシステムを採用し、リサイ

クル率の向上に努めるとしており、資源ごみについては西日本旅客鉄道株式会

社の 2017 年度実績である 98.6％、その他一般ごみについては環境省が「第 3

次循環型社会形成推進基本計画」に定める 2020 年度の目標値である 27％のリ

サイクル率の達成をめざすとしている。 
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・ さらに、駅構内にごみの分別を促す掲示を行うとともに、駅構内のごみ箱設

置数を必要最低限とすることにより、駅施設の利用に係る廃棄物の影響をでき

る限り軽減する計画とするとしている。 

・ 以上のことから、環境保全目標を満足するものと評価するとしている。 

 

表 11－1 駅施設の利用に係る廃棄物発生量  

廃棄物種類  
計画利用者数  

（人／日）  

廃棄物量原単位  

（g／人） 

廃棄物発生量  

（kg／年） 

資源 

ごみ 

カン・ビン・ 

ペットボトル  

106,500 

0.146  5,673 

新聞・雑誌  0.209  8,140 

その他一般ごみ  0.633 24,607 

合 計 － － 38,420 

 

イ 検討結果 

(ｱ) 予測内容について 

・ 既設駅の実績をもとに廃棄物量原単位を設定したとしているが、本事業は関

西国際空港と大阪都心を直結する路線であり、外国人旅行者の利用も多いと考

えられることから、インバウンドの増加に伴う廃棄物量への影響について都市

計画決定権者に確認したところ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 11—1〕 

 

インバウンドの増加に伴う廃棄物量への影響について 

 

駅施設の利用に伴う廃棄物量は、「廃棄物量原単位」に「なにわ筋線の計画

利用者数」を乗じることにより算出しています。  

廃棄物量原単位については、近年のインバウンドの推移と駅施設からの廃

棄物量の関係を調査しましたが、両者に明確な相関が見られなかったことか

ら、数値には加味していません。  

計画利用者数ついては、政府目標である「2020 年の訪日外国人旅行者数

4,000 万人/年」が予測年次において実現しているものとして、予測に加味し

ています。  

ただし、将来的には更にインバウンドが増加し、なにわ筋線を利用する外

国人旅行者数が増加する可能性もあることから、ごみ箱の設置にあたっては

外国語表記やピクトグラム（絵文字）の使用など、外国人利用者にもわかり

やすい表示・案内を心掛け、ごみの排出抑制・分別促進に努めてまいります。 

・ 今後のインバウンドの増加を踏まえ、外国人利用者にもわかりやすい表示等

により、ごみの排出抑制・分別促進に努めるとしていることから、問題はない。  
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(ｲ) 予測結果及び評価について 

・ 廃棄物発生量の大半を占める「その他一般ごみ」について、目標とするリサ

イクル率の考え方と具体的な対策について都市計画決定権者に確認したとこ

ろ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 11—2〕 

 

目標とするリサイクル率と具体的な対策について  

 

〔目標とするリサイクル率〕 

「その他一般ごみ」については、現状、カン・ビン等のリサイクル可能

な資源が混入していることから、分別を徹底することにより、環境省が「第

3 次循環型社会形成推進基本計画」に定める 2020 年度の目標値である 27％

のリサイクル率の達成をめざします。  

なお、事業の実施にあたっては、駅利用開始時（2031 年度）における最

新の「循環型社会形成推進基本計画」等に定めるリサイクル率を目標値と

します。 

 

〔具体的な対策〕 

環境省が定義するリサイクル率は、「リサイクル量（直接資源化量＋中間

処理後リサイクル量＋集団回収量）」を「ごみ排出量」で除した値です。 

本事業では、直接資源化量の割合を増加させるため、以下の対策により

分別収集を徹底し、目標の達成をめざします。 

・ 駅構内に設置する分別箱は、利用者に分別に協力いただきやすいよ

うに、色・デザイン、投入口の形状等を工夫するとともに、わかりや

すい表示を心がける。 

・ ごみの分別を呼びかける放送やポスター等の掲示を通じて分別の促

進を図る。 

・ 収集後に二次分別を行いリサイクル施設に搬入する等、その時点に

おける有効なリサイクルフローを採用する。 

あわせて以下の対策を実施し、可能な限り排出抑制にも努めます。 

・ 駅の旅客動線や乗降者数などを踏まえ、ごみ箱の設置数を必要最低

数とする。 

・ 事後調査を通じて、排出抑制・リサイクルの促進に継続的に取り組

む。 

・ 分別収集を徹底することにより、供用時における最新のリサイクル率を達成

するとともに、事後調査の結果を踏まえ、排出抑制・リサイクルの促進に取り

組むとしていることから問題はない。 
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②  工事の実施 

ア  準備書の概要（P327～331） 

(ｱ) 予測内容 

・ 土地の改変に伴い発生する廃棄物・残土には、開削工事により発生する掘削

残土及びアスファルトがら、シールド区間及び土留区間から発生する建設汚泥、

既設構造物の撤去や駅躯体工事等に伴い発生するコンクリート・がれき類、建

設混合廃棄物、建設発生木材があるとしている。  

・ 工事計画と類似事例をもとに、工法別に工事区域ごとの発生量を予測したと

している。  

〔掘削残土、アスファルトがら〕  

・ 工事計画に基づき、開削工事面積及び立坑面積にそれぞれの深さ（アスファ

ルトがらについては舗装厚）を乗じることにより算出したとしている。  

〔建設汚泥〕  

・ 工事計画に基づき、以下のとおり算出したとしている。  

＜シールド工事から発生する建設汚泥＞  

・シールドトンネルを泥土圧シールドトンネルと想定し、その体積  

＜土留杭打工から発生する建設汚泥＞  

・鋼製連壁区間・RC 連壁区間：土留壁の体積  

・柱列式連壁区間：最新技術を踏まえ、泥土発生率の小さな工法を選定する 

ことから、土留壁体積の 65％ 

〔コンクリート・がれき類〕  

・ 類似事例（西大阪延伸線）での建設発生土量とコンクリートがら及びがれき

類の廃棄物量との比率を、本事業の掘削残土量に乗じて算出したとしている。 

〔建設混合廃棄物、建設発生木材〕  

・ 発生要因が駅躯体工事であることを勘案し、類似事例（西大阪延伸線）の 3

駅（九条駅、ドーム前駅、桜川駅）の合計駅容量と建設混合廃棄物及び建設発

生木材の廃棄物量との比率を、本事業の 3 駅（中之島駅、西本町駅、南海新難

波駅）の合計駅容量に乗じて算出したとしている。 

 

(ｲ) 予測結果及び評価 

・ 土地の改変に伴い発生する廃棄物・残土の量は、掘削残土で 1,651.6 千トン

（ほぐし土：1,101.1 千㎥）、アスファルトがらで 16.7 千トン、建設汚泥で

1,281.2 千トン（653.7 千㎥）、コンクリートがら・がれき類で 71.4 千トン、建

設混合廃棄物で 4.7 千トン、建設発生木材で 1.2 千トンと予測されたとしてい

る。 

・ 掘削残土については、「建設発生土情報交換システム」を活用し、埋戻土に流

用する等、可能な限り工事間流用を図り、有効に活用するとしている。 

・ 建設汚泥については、土留区間のうち柱列式連壁区間において、最新技術を

踏まえ、泥土発生率の小さな工法を選定し、発生量を抑制するとしている。あ

わせて、リサイクル施設に搬出し、必要な処理を行った上で、「建設発生土情
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報交換システム」を活用し、埋戻土や盛土材等のリサイクルに努めるとともに、

最終処分場への搬出量の削減に努めるとしている。なお、大量の建設汚泥が発

生することから、確実にリサイクル処理できるよう、発生量に応じたリサイク

ル施設を確認する等の準備を、事前に進めるとしている。 

・ 「土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域」から発生する掘削残土に

ついては、その処分を汚染土壌処理業者に依頼し、適切に行うとしている。 

・ アスファルトがらについては、工事区域外に搬出し、工場等でリサイクルし

た上で、他の工事への流用等により有効に活用するとしている。 

・ コンクリートがら・がれき類、建設混合廃棄物及び建設発生木材については、

その処分を、再生利用及び再資源化を実施できる処分業者に委託し、再資源化

に努めるとしている。 

・ 以上から、「建設リサイクル推進計画 2014」（国土交通省）に基づく建設リサ

イクル率の達成をめざすとし、工事期間中に国などによりリサイクルに関する

新たな計画が策定された場合には、本事業における目標値も見直すとしている。 

・ 発生量が少ないと想定されるその他廃棄物（伐木材・伐根材、金属くず、廃

プラスチック類及び紙くず：類似事例（西大阪延伸線）の事後調査結果による

と全廃棄物量の 0.13％）についても分別回収し、再資源化に努めるとしている。 

・ さらに以下の対策を行い、土地の改変に係る廃棄物・残土の影響をできり限

り軽減する計画とするとしている。 

＊ 工事計画の策定にあたっては、再使用可能な型枠を使用すること、アスフ

ァルトがら、コンクリートがら、建設発生木材については、再資源化施設へ

搬出すること等により、廃棄物等の発生抑制及び再資源化率の向上に向けた

適切な措置を講じる。  

＊ シールド区間の工事にあたっては、余掘りが極力小さくなる工法を選定し、

建設汚泥の発生量を抑制する。  

・ 以上のことから、環境保全目標を満足するものと評価するとしている。 

 

表 11－2 最終処分量 

種 類 ①発生量 目標値 
(建設リサイクル推進計画 2014) ②有効利用量  

①－② 

最終処分量  

掘削残土  1,651.6 千トン 80％ 1,321.3 千トン 330.3 千トン 

アスファルトがら    16.7 千トン 99％   16.5 千トン  0.2 千トン 

建設汚泥  1,281.2 千トン 90％ 1,153.1 千トン 128.1 千トン 

建設混合廃棄物      4.7 千トン 60％     2.8 千トン  1.9 千トン 

 

 イ  検討結果 

(ｱ) 予測内容について 

・ 工事計画や類似例の実績をもとに廃棄物・残土の発生量を算出しており、予

測手法に問題はない。  
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(ｲ) 予測結果及び評価について 

・ 本事業では大量の残土・汚泥が発生することから、発生抑制及び再利用の考

え方について都市計画決定権者に確認したところ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 11—3〕 

 

発生抑制及び再利用の考え方について 

 

発生抑制対策としては、施工範囲を必要最小限とするとともに、事業実施

段階における最新の技術開発や施工条件等を踏まえ、可能な限り建設副産物

の発生が少ない工法を選定することにより、排出抑制に努めます。 

例えば建設汚泥については、シールド工事において余掘りが極力小さくな

る工法を選定するとともに、土留め工事において泥土発生率の小さな工法を

選定することにより、発生量の抑制に努めます。 

再利用については、各工区における盛土・埋戻しの状況を共有し、可能な

範囲で事業内流用に努めるとともに、「建設発生土情報交換システム」を活用

し、盛土・埋戻土等が必要な他事業への工事間流用に努めます。 

・ また、「建設リサイクル推進計画 2014」に基づくリサイクル率の達成をめざ

すとしているが、目標達成に向けた取組みについて都市計画決定権者に確認し

たところ、次のとおり説明があった。  

〔都市計画決定権者提出資料 11—4〕 

 

リサイクル率の達成に向けた取組みについて  

 

各工区から排出される廃棄物等を確実にリサイクル処理できるよう、発生

量に応じたリサイクル施設を確認する等の準備を事前に進めます。 

現時点では、工事計画・施工業者が定まっていないことから、再資源化施

設は決定していませんが、事業化後、工事発注までの間に、受け入れ可能品

目、受け入れ可能量を調査し、確実にリサイクル処理ができることを確認の

上、着工します。 

現時点では「建設リサイクル推進計画 2014」（国土交通省）に基づくリサ

イクル率を目標値に掲げていますが、事業の実施にあたっては工事期間中に

おける最新のリサイクル推進計画の目標を達成するよう、最新技術を踏まえ

た工法選定等の発生抑制対策や再資源化率の向上に取り組んでまいります。 

なお、事後調査を通じて、発生抑制や再資源化率の向上に継続的に取り組

みます。 

・ 本事業では長期に渡って大量の残土・汚泥が排出されることから、環境保全

対策を確実に実施するとともに、工事期間中においても新技術・新工法の動向

を注視し、積極的に採用する等、最終処分量の更なる低減に努められたい。  



64 

12 水 象 

 

(1) 現況調査 

①  準備書の概要（P458~459） 

・ 事業計画路線の周辺地域における水象の状況を把握するため、既存資料調査及び

現地調査を実施したとしている。 

道頓堀川の 1 地点で流速を測定した。水象の状況については、道頓堀川（大黒橋）

平成 31 年 1 月既存資料調査及び河川管理者ヒアリングにより行っている。また平

成 30 年 8 月 28～29 日に電磁流速計を用いて道頓堀川の流速を測定している。 

 

②  検討結果 

・ 既存資料と河川管理者へのヒアリングによる調査を行うとともに、流速の現地調

査により水象の状況を把握しており、現況調査に問題はない。 

 

(2) 予測評価 

① 準備書の概要（P460~462） 

ア  予測内容 

・ 道頓堀川での改変工事は、流水機能を確保しながら進めるため、工事区域を仮

締切しながら河川を半々施工する半川締切方式で行う計画であるとしている。 

・ 仮締切後の河川幅が狭くなった状況の流速の変化の予測を行ったとしている。 

 

イ  予測結果及び評価 

・ 仮締切時は、流路幅が狭くなるものの、現況の流量及び流速から推計した将来

の流速は 0.054m/s となり、現況流速との差は 0.032m/s であり、現況の一日の変

動幅と同程度と予測している。  

・ 現地調査結果及び水門操作状況から 1 日を通して大きな流れがないことが確認

できたことから、流路幅の変更による流速の変化は軽微であると考えられている。 

② 検討結果 

ア  予測内容について 

・ 「流量」、「流況」の観点から予測して推計する手法は技術指針に示される手法

であり、問題はない。 

 

イ  予測結果及び評価について 

・ 本事業計画は、道頓堀川の流下能力に影響を及ぼす恐れがあることから、工事

期間中の措置内容について、都市計画決定権者に確認したところ、河川の流下能

力の確保については、河川管理者と十分調整の上、対応するとしていることから

問題はない。 
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13 動 物 

 

(1) 現況調査 

①  準備書の概要（P463~465） 

・ 本事業により改変工事が行われる道頓堀川における動物の状況を把握するため、

既存資料調査及び現地調査を実施したとしている。 

・ 既存資料調査は、大阪市内魚類生息状況調査結果及び平成 25 年度底生生物調査

業務委託報告書（平成 26 年 2 月 株式会社 海洋生態研究所）により、市内河川

における魚類及び底生生物の生息状況を把握したとしている。  

・ 現地調査は、河川の改変を行う道頓堀川の 1 地点において魚類にとっての採餌場

としての機能を確認することを主眼に、スミスマッキンタイヤ型採泥器で採取する

方法で、底生生物調査を行ったとしている。 

 

②  検討結果 

・ 既存資料調査と現地調査により道頓堀川における動物の状況を把握しており、問

題はない。 

 

(2) 予測評価 

①  準備書の概要（P466~467） 

ア  予測内容 

・ 現況調査の結果、平成 29 年度の道頓堀川では、環境省レッドリスト 2018 及び

大阪府レッドリスト 2014 に記載の水生動物は確認されなかった。そこで、道頓

堀川における代表的な動物である魚類を対象として、河川の改変工事による魚類

への影響の程度を対象に予測を行うものとしている。  

・ 河川の改変区域の延長を施工計画図等より算出し、道頓堀川の河川延長との比

較より、魚類の採餌場への影響の程度を推定するものとしている。  

・ 水象での予測結果を踏まえ、仮締切による魚類の移動阻害の程度を推定すると

している。さらに、水質・底質での予測結果を踏まえ、工事中の濁りによる魚類

への影響を推定するとしている。  

 

イ  予測結果及び評価 

・ 工事による改変延長は、道頓堀川全域の河川延長の約 2.2％と一部の改変であ

り、道頓堀川は全域において河川幅、護岸、河床等に大きな変化がなく、水生生

物の生息環境としては、同様の環境が連続的に存在していることから、改変区域

が魚類にとって貴重な採餌場とはなっていないと考えられることから、改変によ

る魚類の採餌場への影響は軽微であると予測されている。  

・ 改変工事では、河川を半断面ずつ仮締切しながら工事を行うため、河川幅が狭

くなる時期があるものの、約 10m 程度の流路幅を確保することから、魚類の移動

経路は確保されていると予測している。  

・ 改変区域は、感潮域であるものの水門操作によりほとんど流れがない状況で管

理されていることから、工事中の仮締切により河川幅は狭くなったとしても流速
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の変化はほとんどないため、魚類の移動への影響は軽微であると予測している。

また、工事中に汚濁防止膜の設置等の環境保全措置を確実に実施することにより、

水質汚濁に係る環境基準（SS:25mg/L）を満足することから、濁りが魚類に及ぼ

す影響は軽微と予測されている。  

 

②  検討結果 

ア  予測内容について 

・ 事業計画をもとに生育環境の変化の程度を予測して推定する手法は技術指針に

示される手法であり、問題はない。  

 

イ  予測結果及び評価について 

・ 本事業計画では、生息環境の改変はごく一部に限られること、半断面ずつ施工

することにより、魚類等の移動経路は確保されることから、動物への影響は小さ

いと考えられる。 

・ なお護岸復旧時は、護岸の現状・素材に配慮するなど、生態系回復に努められ

たい。 

・ 半断面ずつ施工を行うことで動物への影響は小さいと考えられるものの、排水

等による DO の減少等が魚類の生息に影響を与える可能性があることから、河川

水質への影響について施工管理の中で十分把握されたい。  
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14 植 物 

 

(1) 現況調査 

①  準備書の概要（P468~474） 

・ 本事業により改変工事が行われる道頓堀川における植物の状況を把握するため、

現地調査を実施したとしている。 

・  現地調査は、河川の改変を行う道頓堀川の 2 地点において、5cm 四方のコドラー

トを設定し採取する方法により、付着藻類調査を行ったとしている。 

②  検討結果 

・ 現地調査により道頓堀川における植物の状況を把握しており、問題はない。 

 

(2) 予測評価 

①  準備書の概要（P475~476） 

ア  予測内容 

・ 現地調査の結果、道頓堀川では環境省のレッドリストに記載の藻類（オオイシ

ソウ科 Compsopogon caeruleus（環境省レッドリスト・絶滅危惧Ⅱ類（VU）））

を確認している。そこで、道頓堀川の護岸に付着している貴重な藻類を対象とし

て、河川の改変工事による藻類への影響の程度を対象に予測を行うものとしてい

る。 

・ 道頓堀川での護岸の改築工事は、既設護岸と一体化した新設護岸を築造するた

め、半断面ずつ河川を締切り、内部の水を排水して施工する計画としている。そ

こで、河川の改変工事に伴う既設護岸の改変範囲を施工計画図等より算出し、道

頓堀川の護岸延長との比較より、藻類への影響の程度を推定するとしている。 

 

イ  予測結果及び評価 

・ 工事による改変範囲（約 100m）は、道頓堀川全域の護岸（約 5,400m）の約

1.9%と一部の改変である。また、道頓堀川は全域において河川幅、護岸、河床等

に大きな変化がなく、藻類の生育環境として同様の環境が連続的に存在している

ことから、改変区域が現地調査で確認されたオオイシソウ科 Compsopogon 

caeruleus にとって、貴重な生育場とはなっていないと考えられるとしている。 

・ また、新設する護岸についても現状護岸と同様となることから、藻類の生育場

として回復していくものと考えられるほか、魚類の採餌場環境は維持されると予

測されている。 

 

②  検討結果 

ア  予測内容について 

・ 事業計画をもとに生育環境の変化の程度を予測して推定する手法は技術指針に

示される手法であり、問題はない。  
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イ  予測結果及び評価について 

・ 道頓堀川の河川内工事により、現地調査で確認されたオオイシソウ科

Compsopogon caeruleus への影響が考えられることから、当藻類への配慮の内容

について、都市計画決定権者に確認したところ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 14—1〕 

 

オオイシソウ科 Compsopogon caeruleus への配慮について 

 

道頓堀川での現地調査と合わせて行った土佐堀川及び堂島川での現地調査に

おいても本種は確認されておりますが、今回の改変箇所におけるオオイシソウ

科の Compsopogon caeruleus の取り扱いについては、施工前に関係機関に相談

のうえ、必要に応じて対応を検討いたします。 

なお、改変後は現状と同様の護岸形態に復旧する計画としております。 

・ オオイシソウ科 Compsopogon caeruleus については、関係機関をはじめ専門

家の意見聴取などを行い、それらを考慮した適切な措置を図られたい。  
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15 生態系 

 

(1) 河川の改変に係る予測及び評価 

①  準備書の概要（P477~479） 

ア  予測内容 

・ 動物、植物の調査結果から、食物連鎖の高次捕食者の位置にある「上位性」、場

の生態系の特徴をよく現すという「典型性」、場の環境を代表するほど一般的では

ないが無視しえない特徴を有するという「特殊性」の観点で注目種を選定し、そ

の生活史と生物間の相互関係等を踏まえて、事業の実施が注目種に及ぼす影響を

まず検討した上で、生態系に及ぼす影響について予測している。 

 

イ  予測結果及び評価 

・ 注目種として、スズキ(上位性)マハゼ（典型性）コウライモロコ（特殊性）を

選定しそれぞれ生活史各段階における当該水域の利用状況と整理・生態態的な特

性を考慮して事業の実施が注目種に及ぼす影響を予測している。 

・ 工事中においても魚類の移動路を確保するとともに、濁りを濁水処理や汚濁防

止膜の設置により軽減することで動物の生息環境への影響は軽微と予測されてい

る。 

・ 改変区域周辺は、道頓堀川全域の護岸（約 5,400m）の約 1.9％と一部の改変で 

あり、その一部が減少するものの、工事完了後は同様の護岸環境になることによ

り生息生育環境として回復すると考えられるとしている。  

 

②  検討結果 

ア  予測内容について 

・ 「上位性」、「典型性」、「特殊性」の観点から予測して推定する手法は技術指針

に示される手法であり、問題はない。 

 

イ  予測結果及び評価について 

・ 本事業計画では、生息環境の改変はごく一部に限られること、半断面ずつ施工

することにより、魚類等の移動経路は確保されることから、生態系への影響は小

さいと考えられる。 

・ なお護岸復旧時は、護岸の現状・素材に配慮するなど、生態系回復に努められ

たい。 
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16 景観 

 

(1) 現況調査 

① 準備書の概要（P481～485） 

・ 事業計画路線の周辺地域における景観の状況を把握するため、現地調査を実施したとし

ている。 

・ 調査地点は、事業計画路線の周辺地域で 5 地点であり、調査項目が都市景観であること

を勘案し、不特定多数の人が利用する場所から、近景 4 視点及び中景 1 視点において写真

撮影を実施したとしている。 

 

② 検討結果 

・ 事業計画路線の周辺地域からの景観状況について調査した地点については、代表的で不

特定多数の人から眺望可能な地点としており、問題はない。 

  

(2) 予測評価 

① 準備書の概要（P486～494） 

ア  予測方法 

・ 景観の予測は、現況の景観写真上に事業計画路線の完成予想図を合成したフォトモンタ

ージュ法により行ったとしている。 

 

イ 予測結果及び評価 

・ 予測の結果、一部の地点では、現況においても南海電鉄の橋梁部・高架部が設置されて

いることから、眺望範囲の大きな変化はないと予測されるものの、すべての地点において

地上構造物の出現による景観変化が予測されるとしている。 

・ また、本事業は大阪市景観計画に定める「景観計画区域」及び「景観配慮ゾーン」に該

当し、事業計画路線高架部は景観計画区域の基本届出区域に該当することから景観形成基

準を順守するよう関係機関協議を行い、周辺環境と調和した景観形成を図るとしている。 

・ あわせて、換気施設や駅舎部の地上出入口のうち、なにわ筋地区と中之島地区について

は、大阪市景観計画に定める重点届出区域に該当することから、関係機関と協議のうえ、

景観に配慮した設計を進めるとしている。 

・ 以上のことから、本事業による地上構造物の存在が、事業計画路線周辺の景観に及ぼす

影響は、魅力ある都市景観の形成及び周辺都市景観との調和に配慮していること、大阪市

景観計画、その他景観法及び大阪市都市景観条例等に基づく計画または施策等の推進に支

障がないことから、環境保全目標を満足するものと評価したとしている。 

 

② 検討結果 

ア  予測内容について 

・ フォトモンタージュ法を用いた予測は技術指針に示される手法であり、問題はない。 
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イ  予測結果及び評価について 

・ 地上構造物の存在による環境への影響が大きいと考えられることから、地上構造物のデ

ザインについて、都市計画決定権者に確認したところ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 16—1〕 

 

地上構造物のデザインについて 

 

フォトモンタージュ上に示されている地上構造物は標準的なデザインのものであり、

構造物の高さや幅員等をイメージできるようにしたものです。 

地上構造物のデザインについては、今後、関係機関と協議を行い、騒音対策への配慮

も踏まえ、詳細設計を進める予定です。 

その際には、周辺環境と調和した景観の創造や圧迫感の軽減のため、使用材料、デザ

イン、色彩などトータルで検討を行い、設計を進める予定です。 

なお、壁面修景については景観行政とも調整しながら、地域の方々とも協議調整を行

い、検討を進める計画です。 

・ 地上構造物は、大阪の都心部に位置し、存在感が大きいものとなることから、デザイン

や色彩等については、関係機関等と十分に協議を行い、優れた地域景観の創造に努める必

要がある。 

・ また、構造物のデザイン決定に関しては、必要に応じて専門家の意見等を取り入れるこ

とを検討されたい。 

・ なお、工事期間が長期に及ぶことから、仮囲い等を含む仮設構造物のデザインについて

も周辺環境への影響を軽減するよう配慮するとともに、歩行者だけではなく、船舶からの

視点も考慮したデザインとするよう努められたい。 
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17 自然とのふれあい活動の場 

 

(1) 現況調査 

① 準備書の概要（P495～497） 

・ 事業計画路線の周辺地域における自然とのふれあい活動の場の状況を把握するため、既

存資料調査を実施したとしている。 

・ 調査対象は、事業計画路線の周辺に位置する「自然とのふれあい活動の場」は、湊町リ

バープレイスの広場空間、湊町船着場及び道頓堀川両岸の遊歩道としている。 

 

② 検討結果 

・ 道頓堀川遊歩道の利用状況について、通行機能以外の利用状況を都市計画決定権者に確

認したところ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 17—1〕 

 

道頓堀川遊歩道の利用状況について 

 

道頓堀川遊歩道につきましては、河川管理者に確認したところ、オープンカフェや、

イベント等で利用されている状況です。 

遊歩道の利用状況については、環境影響評価書に記載いたします。 

なお、予測結果には、上記の利用状況について配慮した結果を記載済みです。 

・ 遊歩道の利用状況に基づき、予測を行っていることから、問題はない。 

 

(2) 予測評価 

① 準備書の概要（P498～504） 

ア 予測手法 

・ 予測は、事業計画から具体的な改変区域・期間、歩行者の誘導及び安全確保の方法等

を明らかにし、利用状況等の現況調査結果より影響の程度を推定することにより実施し

たとしている。 

 

イ 予測結果及び評価 

・ 予測の結果、自然とのふれあい活動の場のうち、湊町リバープレイスの広場空間につ

いては、改変されないものの、施工ヤードに近接することから、快適性や環境に変化が

生じるものと予測している。 

・ また、湊町船着場については、現状の船着場が一時的に使用できなくなるが、代替機

能として仮設船着場を設置し、適宜、誘導員が案内することにより、利用性に関する変

化は軽微と予測している。 

・ 道頓堀川両岸の遊歩道については、対岸の遊歩道が歩行可能であるものの、道頓堀川

内や対岸で工事が実施されていることから、快適性や環境に変化が生じるものと予測し

ている。 

・ なお、建設工事の実施により、改変されることとなる湊町船着場及び道頓堀川両岸の
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遊歩道については、建設工事終了後、機能回復することを基本方針としている。 

・ 以上のことから、事業計画路線周辺の自然とのふれあい活動の場に及ぼす影響は、最

小限にとどめるように配慮していると評価している。 

 

② 検討結果 

ア 予測手法について 

・ 事業計画に基づき各施設への影響を推定しており、問題はない。 

 

イ 予測結果及び評価について 

・ 湊町リバープレイスの広場空間、湊町船着場及び道頓堀川両岸の遊歩道への影響をで

きる限り軽減する具体的な対策について、都市計画決定権者に確認したところ、次のと

おり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 17—2〕 

 

道頓堀川遊歩道での影響軽減計画について 

 

工事期間中の道頓堀川両岸の遊歩道については、道頓堀川内や対岸で工事を実施し

ている間、対岸の遊歩道が歩行可能であり、適宜、誘導員が対岸の遊歩道を案内する

ものの、次の対策を行い、影響をできる限り軽減する計画とします。 

・ 詳細な施工ヤードの位置や工事時期については、河川管理者や湊町リバープレイ

スの管理者と協議の上、検討を進める計画ですが、施工方法、建設機械の規模・

配置計画の詳細を設定していく中で、施工ヤードの範囲の縮小及び工期の短縮に

努めます。 

・ 工事期間中に施工ヤードに設置する万能塀については、建設機械が近接していな

い箇所については、関係者等との協議状況に応じ、一部、透明のポリカーボネー

ト板の窓を設けるなど、工事現場を外側から見ることができるよう配慮を行う計

画です。 

・ 工事中は、誘導員を適正に配置し、歩行者の安全に配慮します。誘導員の配置に

つきましては、交通管理者及び施設管理者等の関係者との協議に基づき決定いた

します。 

・ 船着場の移設については、河川管理者や舟運事業者等と協議して位置を決めてま

いります。 

・ 施設利用者等に対し、事前に工事の内容、規制の情報などをホームページや現地

での掲示等により、情報提供を行います。  

・ 道頓堀川については、都心に残された貴重な水辺空間であり、船着場やオープンカフ

ェ等として利用されている点を踏まえ、できる限り早い段階での情報提供を行うととも

に、工事中は施設利用者への影響を低減するよう配慮されたい。 

・ また、船着場等については、施設管理者及び関係者等と十分協議し、施設の移設場所

や代替機能の確保に配慮されたい。 
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18 文化財 

 

(1) 現況調査 

①  準備書の概要（P505～509） 

・ 事業計画路線上の埋蔵文化財包蔵地の状況は、「大阪府内指定文化財一覧表」、「大

阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書」（大阪市教育委員会・（公益財団法人）大

阪市博物館協会大阪文化財研究所）及び大阪市教育委員会へのヒアリング等により

調査が行われており、大深町遺跡～福島蔵屋敷跡、土佐堀 1 丁目・2 丁目所在遺跡、

難波御蔵跡及び船出遺跡はシールド区間、中之島蔵屋敷跡は駅部開削工事区間、難

波貝層遺跡は立坑開削工事区間、敷津遺跡Ｂ地点・Ｃ地点はトンネルから高架に移

行する掘割区間に位置するとしている。  

・ 事業計画路線上の埋蔵文化財包蔵地の状況が示されており、各包蔵地の深度は概

ね 1m 前後であるとしている。  

・ シールド深度の浅い区間に位置する大深町遺跡、開削工事区間に位置する中之島

蔵屋敷跡、立坑開削工事区間に位置する難波貝層遺跡及び掘割区間に位置する敷津

遺跡について、各地点の遺跡の概要が示されている。 

 

②  検討結果 

・ 既存資料をもとに埋蔵文化財の状況を把握しており、現況調査に問題はない。 

 

(2) 予測評価 

①  準備書の概要（P510～511） 

ア  予測内容 

・ 予測は、建設工事中を対象時期とし、事業計画路線の平面・縦断の設計情報と

埋蔵文化財包蔵地の深度等の詳細情報を重ね合わせ、影響の程度を推定すること

により実施したとしている。 

 

  イ  予測結果及び評価 

・ 事業計画路線上の 12 ヶ所の予測対象箇所のうち、大深町遺跡、中之島蔵屋敷

跡、難波貝層遺跡、敷津遺跡Ｂ地点、敷津遺跡Ｃ地点については、埋蔵文化財包

蔵地の深度が 1m 前後であることを勘案すると、改変のおそれはあると予測され

ている。 

・ 事業計画路線には埋蔵文化財包蔵地が存在することから、建設工事の実施にあ

たっては、事前に大阪市教育委員会等の関係機関と協議を行い、文化財保護法に

基づく必要な届出や調査を行いながら、進めていくものとしている。 

・ また、その際新たに遺構や遺物が発見された場合は、大阪市教育委員会等と再

協議を行った上で、写真撮影等による記録保存を行うなど、適切な措置を講じる

としている。 

・ さらに、改変区域を最小限にとどめ、土地の改変に係る文化財への影響をでき

る限り軽減する計画としている。 

・ 以上のことから、本事業による土地の改変が事業計画路線の埋蔵文化財に及ぼ
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す影響は、文化財保護法等に適合していること、文化財の保護に関して適切な対

策を講じる計画としていること及び文化財への影響を最小限にとどめるよう配慮

されていることから、環境保全目標を満足するものと評価している。 

 

②  検討結果 

ア  予測内容について 

・ 事業計画路線の平面・縦断の設計情報と埋蔵文化財包蔵地の深度等の詳細情報

を重ね合わせることにより予測する手法は技術指針に示される手法であり、問題

はない。 

 

イ  予測結果及び評価について 

・ 本事業計画は、埋蔵文化財包蔵地を改変するおそれがあることから、工事実施

における埋蔵文化財包蔵地の措置内容について、都市計画決定権者に確認したと

ころ、次のとおり説明があった。 

〔都市計画決定権者提出資料 18—1〕 

 

工事実施における埋蔵文化財包蔵地の措置内容について 

 

本事業計画では、一部浅い深度（北梅田立坑）における鉄道本線のシールド

工事や駅舎部分の開削工事などを計画しており、埋蔵文化財包蔵地を改変する

おそれがあることから、工事の実施時においては、事前に必要な届出を行うと

ともに、大阪市教育委員会等の関係機関との協議・調整のうえ、試掘・確認調

査などの措置を実施します。 

また、試掘・確認調査の範囲や時期については、各工事の内容や工程、施工

範囲を踏まえ、大阪市教育委員会等の関係機関と協議・調整を行い、適切に設

定します。 

・ 工事実施にあたっては、関係機関と協議のうえ、適切な措置を行うとしている

ことから、問題はない。 
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Ⅲ 指摘事項 

 

当委員会では、本事業に係る環境影響について、環境影響評価項目ごとに専門的・技術 

的な立場から検討を行った。 

その結果、本事業がより一層、環境の保全に配慮した計画となるようにという視点から 

都市計画決定権者が考慮すべき事項を指摘事項として次のとおり取りまとめた。 

事業の実施にあたっては、各分野での検討内容を踏まえるとともに、次の指摘事項を十 

分に留意し、より環境に配慮したものとなるよう真摯に取り組まれることを要望する。 

また、大阪市長におかれては、これらの事項が環境影響評価書の作成等に反映されるよ 

う十分指導されたい。 

 

記 

 

〔大気質〕 

各予測区間における予測結果は環境基準値を下回っているものの、その影響は広範・

長期に及ぶことから、建設機械の稼働の分散を図るとともに、最新の排出ガス対策型建

設機械を積極的に採用し、更なる環境負荷の低減に努めること。 

 

〔騒音〕 

１ 事業計画路線のうち地上区間周辺には中高層住宅等が立地しているため、計画段階から

最新技術を用いた防音壁やレール構造の変更など複数の対策について検討を行い、適切に

実施することにより、騒音影響の低減を図ること。 

２ 工事期間が長期に及ぶこと、施工範囲に近接して住居が存在することから、予測の前提

とした対策に加えて、技術開発の状況を踏まえた最新の超低騒音型建設機械を積極的に導

入するなど、騒音影響の更なる低減を図ること。 

 

〔景観〕 

地上構造物は、大阪の都心部に位置し、存在感が大きいものとなることから、デザイ

ンや色彩等については、関係機関等と十分に協議を行い、優れた地域景観の創造に努め

ること。 
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おわりに 

 

大阪市では、大阪市環境基本計画に基づき、「低炭素社会の構築」、「循環型社会の形成」、

「快適な都市環境の確保」を 3 つの柱として、市民や事業者、全ての主体の参加と協働の

もとで環境施策を進めているところである。また、持続可能な開発目標である SDGs 達成

に貢献する環境先進都市大阪をめざし、現在、大阪市環境基本計画の改定に取り組んでい

るところである。 

本事業の実施にあたっては、大阪市環境基本計画の趣旨を十分に踏まえ、持続可能なま

ちづくりに向け、更なる環境配慮を図るよう要望する。



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 参  考 〕 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

大環境第 e-373 号  

令和元年８月５日  

 

 

大阪市環境影響評価専門委員会 

会 長  近 藤  明  様 

 

 

大阪市長  松 井 一 郎  

 

 

大阪都市計画都市高速鉄道なにわ筋線に係る 

環境影響評価準備書について（諮問） 

 

 

標題について、大阪市環境影響評価条例第 20 条第２項の規定に基づき、貴専

門委員会の意見を求めます。 



 

 

（諮問理由） 

 

 

令和元年７月９日付けで都市計画決定権者から大阪都市計画都市高速鉄道

なにわ筋線に係る環境影響評価準備書及び要約書の提出がありましたので、

市長意見を述べるにあたり、大阪市環境影響評価条例第 20 条第２項の規定に

基づき、貴専門委員会の意見を聴くため諮問します。 

 

 

 

 



 

令和元年 11月８日 

 

 

大 阪 市 長 

 松 井  一 郎  様 

 

 

大阪市環境影響評価専門委員会   

会 長  近 藤  明 

 

 

大阪都市計画都市高速鉄道なにわ筋線に係る 

環境影響評価準備書について（答申） 

 

 

令和元年８月５日付け大環境第 e-373号で諮問のありました標題については、

別添の検討結果報告書をもって答申します。 



 

 



 

 

 

大阪市環境影響評価専門委員会委員名簿 

 

 秋山 孝正 関西大学環境都市工学部都市システム工学科教授 

 岩田 三千子 摂南大学理工学部住環境デザイン学科教授 

 魚島 純一 奈良大学文学部文化財学科教授 

 内井 喜美子 大阪大谷大学薬学部助教 

○ 大島 昭彦 大阪市立大学大学院工学研究科教授 

 岡 絵理子 関西大学環境都市工学部建築学科教授 

 岡崎 純子 大阪教育大学教育学部准教授 

 岡部 寿男 京都大学学術情報メディアセンター教授 

 小谷 真理 同志社大学政策学部准教授 

◎ 近藤 明 大阪大学大学院工学研究科教授 

 嶋津 治希 近畿大学理工学部社会環境工学科教授 

 西村 文武 京都大学大学院工学研究科准教授 

 樋󠄀口 能士 立命館大学理工学部環境都市工学科教授 

 松井 孝典 大阪大学大学院工学研究科助教 

 道岡 武信 近畿大学理工学部機械工学科准教授 

 山本 芳華 平安女学院大学国際観光学部国際観光学科准教授 

 

（50 音順 敬称略 ◎：会長 ○：会長職務代理） 

（令和元年 11 月 8 日現在 16 名） 

 



 

 

大阪市環境影響評価専門委員会部会構成（敬称略）  

（令和元年 11 月 8 日現在）  

部 会 名 称 専 門 委 員 連 絡 会 委 員 

総 括 近藤  明 

大島 昭彦 

小谷 真理 

山本 芳華 

都市計画局計画部都市計画課長 

環境局総務部企画課長 

環境局環境施策部環境施策課長 

環境局環境管理部環境管理課長 

環境局環境管理部環境規制担当課長 

環境局環境管理部土壌水質担当課長 

港湾局計画整備部計画課長 

大 気 

 大気質 

 気 象（風害を含む） 

 地球環境 

秋山 孝正 

近藤  明 

道岡 武信 

都市計画局建築指導部建築確認課長 

環境科学研究センター所長 

環境局環境施策部環境施策課長 

環境局環境管理部環境管理課長 

環境局環境管理部環境規制担当課長 

水質廃棄物 

 水質・底質 

 水 象 

 地下水 

 土 壌 

 廃棄物・残土 

大島 昭彦 

嶋津 治希 

西村 文武 

環境科学研究センター所長 

環境局環境管理部環境管理課長 

環境局環境管理部土壌水質担当課長 

環境局環境管理部産業廃棄物規制担当課長 

建設局下水道部水質管理担当課長 

騒音振動 

 騒 音 

 振 動 

 低周波音 

秋山 孝正 

松井 孝典 

 

環境局環境管理部環境管理課長 

環境局環境管理部環境規制担当課長 

地盤沈下 

 地盤沈下 

 地 象 

大島 昭彦 

 

環境局環境管理部土壌水質担当課長 

 

悪 臭 

 悪 臭 

樋󠄀口 能士 環境科学研究センター所長 

環境局環境管理部環境規制担当課長 

日照阻害 

 日照阻害 

岩田 三千子 都市計画局建築指導部建築確認課長 

 

電波障害 

 電波障害 

岡部 寿男 都市整備局住宅部設備担当課長 

都市整備局企画部設備担当課長 

陸生生物 

 動 物 

 植 物（緑化） 

 生態系 

岡崎 純子 環境科学研究センター所長 

建設局公園緑化部調整課長 

水生生物 

 動 物 

 植 物 

 生態系 

内井 喜美子 環境科学研究センター所長 

環境局環境管理部環境管理課長 

景 観 

 景 観  

 自然とのふれあい活動の場 

岡 絵理子 都市計画局計画部都市景観担当課長 

建設局公園緑化部調整課長 

文化財 

 文化財 

魚島 純一 教育委員会事務局総務部文化財保護課長 

大阪市環境影響評価専門委員会事務局 環境局環境管理部環境管理課 



 

 

大阪市環境影響評価専門委員会開催状況  

 

 

令和元年 8 月  5 日（月）   全体会（諮問）  

8 月  26 日（月）  全部会合同部会（現地視察）  

8 月  27 日（火）  文化財部会  

9 月  4 日（水）   大気・騒音振動合同部会  

9 月  9 日（月）   全部会合同部会（現地視察）  

9 月  9 日（月）   日照阻害・電波障害合同部会  

9 月  20 日（金）  水質廃棄物部会  

9 月  24 日（火）  景観部会  

9 月  25 日（水）  陸生生物・水生生物合同部会  

9 月  25 日（水）  水質廃棄物・地盤沈下合同部会  

10 月  1 日（火）   大気・騒音振動合同部会  

10 月  3 日（木）   水質廃棄物・地盤沈下合同部会  

10 月  11 日（金）  大気・騒音振動合同部会  

10 月  15 日（火）  大気・騒音振動合同部会  

10 月  18 日（金）  総括部会  

10 月  25 日（金）  総括部会  

11 月  8 日（金）   全体会（答申）  

 


